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　｢憲法ひろば｣は3月29日13:30～､あくろすホールＡで｢第210回例会｣を開催｡「女性の権利を国際基準に！」と題して、日本婦人団体連合会・前会長の柴田真佐子さん(写真右上)にお話しいただいた。ズーム視聴4人を含め25人が参加。石山久男世話人(同左)が司会､三浦久美子世話人が記録を担当した。　　　　　　　　　　＜編集部＞
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◇女性差別撤廃条約とは





　女性差別撤廃条約は、一九七九年十二月十八日国連総会で採択され、日本は一九八五年に批准。批准にあたり国内法の整備をした。主なものは、母親が日本人でも子どもが日本国籍を取得できる国籍法の改正、家庭科の男女共修、男女雇用機会均等法の制定など。


　特色は、固定化された性別役割分業の変革を基本理念として、法律上の平等だけではなく事実上の平等をめざす、社会の「慣習、慣行による」差別も修正、廃止を求めるなどがあり、国家報告制度により、国は女性差別撤廃委員会（ＣＥＤＡＷ）に報告しなければならない。





◇条約の実効性を高めるために





　一九九九年には、女性差別撤廃条約の実効性を高めるために、女性差別撤廃条約選択議定書が国連で採択されたが、日本はいまだ批准していない。


　女性差別撤廃条約と選択議定書は、自転車の両輪のようなものであり、選択議定書未批准のままでは、差別撤廃条約実現に向けて前に進むことができない。


女性差別撤廃条約実現アクションは、二〇一九年にでき、現在七六団体が参加している。その請願署名などにより、現在三六八の地方議会で選択議定書批准を求める意見書が採択された。





◇選択議定書批准で日本はどう変わる


　


 裁判所が、女性差別撤廃条約を裁判に適用されるようになる。


　個人通報制度を利用し、男女差別賃金や選択的夫婦別姓、婚外子を差別する戸籍の記載などについて、ＣＥＤＡＷに通報して救済を申し立てることができるようになる。


　しかし日本の現状は、ジェンダー・ギャップ指数は一四六か国中一一八位と低い。内閣府男女共同参画局ホームページにも記載されている。





◇日本報告審議では





　二〇二四年十月にジュネーブの欧州国連本部で行われた第九回日本報告についての六回目の審議には、日本女性差別撤廃条約ＮＧＯネットワーク（ＪＮＮから八四人（婦団連二一人）が参加し、審議の傍聴・ロビー活動のほか、非公式ＮＧＯ会議でも発言した。


　婦団連の各団体は、カンパ活動や、物品販売で旅費を捻出し参加。


政府からは内閣府男女共同参画局長を団長に、内閣府、法務省、外務省、厚労省、警察庁、文科省、こども家庭庁などから三四人が参加したが、ＪＮＮＣの再三の要請にもかかわらず、大臣は不参加。





◇日本報告審議での総括所見と主な勧告





　第九回日本報告についての六回目の審議での総括所見と主な勧告は次の通り。〇選択議定書批准、〇女性に対する差別の包括的定義を国内法に盛り込む、〇皇位継承を男系男子に限定している皇室典範の改正、〇選択的夫婦別姓のための法改正、〇婚外子差別規定の廃止、〇マイノリティ女性・移民女性の司法へのアクセスの確保、〇ジェンダー平等省の設置、〇独立した国内人権機関の設置、〇家父長的態度及び差別的ステレオタイプを撤廃するために包括的戦略を採用、〇沖縄の米軍による性暴力の防止と加害者の適切な処罰、〇日本軍「慰安婦」問題の解決などがある。





◇具体的課題について





　婦団連は、ジェンダー平等をめざして、二〇〇四年から以下の四つの請願署名にとりくんでいる。


　〇女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める請願、〇民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求める請願、〇「慰安婦」問題の解決を求める請願、〇所得税法第五六条の廃止を求める請願（二〇一六年から）。





　〇民法・戸籍法改正、選択的夫婦別姓制度


　


　勧告は〇女性が結婚後も婚姻前の姓を保持できるよう、婚姻したカップルの姓の選択に関する法律を改正すること〇婚外子の地位に関するすべての差別的記載を廃止し、婚外子とその母親を社会におけるスティグマ（烙印）と差別から保護することを求めている。


　しかし、日本政府は「国民の意見が分かれている。社会全体における家族の在り方にかかわる問題なので、幅広い国民の理解を得る必要がある。ホームページで情報を公開し、国民の議論や国会での議論を深めるように取り組んでいる」と繰り返す。


　法制審答申(一九九六年)から四半世紀がたつがいまだ実現せず、日本は世界で唯一の同姓を強制する国になっている。





　〇日本軍「慰安婦」問題の解決





　委員会は、経済理事会決議一一五八が「戦争犯罪と人道に対する犯罪には時効がないという原則」は国際法上、受け入れられねばならないと確認することに資するものであるとの事実に、締約国日本の注意を喚起する。　


　委員会は、前回の勧告を想起し、「慰安婦」に関する国際人権法上の義務を効果的に履行する努力を拡大・強化して、被害者とサバイバーの権利への包括的な対処がなされるよう締約国日本に勧告する。


　しかし日本政府は「慰安婦」問題は条約締結以前の問題だから実施状況の報告で取り上げることは適切でないと主張する。
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